
河
川
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

小
規
模
な
水
力
発
電
（
出
力
が
最
大
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
）
の
た
め
に
す
る
水
利
使
用
に
つ
い
て
、
特
定
水
利

使
用
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

特
定
水
利
使
用
の
対
象
外
と
さ
れ
た
小
規
模
な
水
力
発
電
の
た
め
に
す
る
水
利
使
用
の
う
ち
、
一
定
規
模
（
出
力
が
最

大
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
）
の
も
の
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
の
二
の
水
利
使
用
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
の
二
関
係
）

第
三

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


